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発   言   通   告   書 

発  言  の  

種   別  

・質疑           ○・ 一般質問         ・緊急質問  

・討論（賛成・反対）    ・その他  

項       目     ・     要      旨  答  弁  者  

１．原子力災害対策の実効性ある体制整備について 

（1）東京電力と結んだ原子力安全協定の内容は、上越市として十分

なものだと考えているのか。また、その実効性ある運用も含め

市の体制整備をどのように考えているか。 

（2）上越市としての実効性ある避難・退避計画と実行体制整備の方

針を明らかにされたい。 

（3）モニタリング、緊急被ばく医療、防護資機材配備などの市の主

体的な体制整備の方針を明らかにされたい。 

２．地域協議会の諮問審議の権限に触れる市の対応について 

（1）（仮称）厚生産業会館の答申（諮問審議）をめぐる市の方針は、

どのような根拠に基づいているのか。また、その意図は何か、

明らかにされたい。 

（2）この対応は、地域協議会の権限を侵すおそれがあり、立法趣旨

に反して地域自治区制度への挑戦ではないか。 

３．吹上・釜蓋遺跡の整備活用方針について 

（1）基本設計書案では、釜蓋遺跡の東側の用水路以東は現状のまま

で「人々が交流するゾーン」として整備することとしているが、

発掘調査が行えるように用水路を移設するとともに調査を優

先すべきではないか。 

（2）釜蓋遺跡の範囲は、史跡指定の範囲を超えて南側に広がってい

ることが明らかになっているが、その保存や整備活用も考える

べきではないか。 

（3）基本設計書案では、新幹線開業の平成 27 年春までは、ガイダ

ンスの展示内容は別にして実質的に釜蓋遺跡の整備に限定さ

れているが、できる限り吹上遺跡とのネットワーク化も進める

べきではないか。 
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  上記のとおり通告します。             平成２５年３月６日  
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